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アデイロンダック公閣と保護林の展開

伊藤太 一

The Evolution of Adirondack Park and the Forest Preserve 
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1892il~ に j設 i設されたニューヨーク州立アディロンダック公開は今日においても 6 制近く松有泌

を含む地域IIiIJの公闘である。約4割合I!iめるナ1'1有地は1895ir: tニナ1'1滋法で自然状態を保つことが規

され あるが，それ以来その利用をめぐって改態論議が展開されてきた。その過程を

探ることによって， *i出ii信義を中心とする功利主義的な保全からレクリエーション空間としての

保全へ，さらに生態系のプロセス保全にいたる，保設林のありブj;を巡る人々の考えブjの展開が明

らかになったり

，公倒的の私有地は少しづっ買収されていったが，全音11を賀11)(することはさ当初から餅念さ

れていた。私有権の強IjIi]なアメリカの伝統を反映して，私有地においては野外広告以外ほとんど

規制されない状態が続いた。その結果，柄引第二次大戦以降，デイベロッパーによって細分化さ

れ別荘地として分議されていくという無秩序な開発が問題となった。この問題に対処すべく 1971

:ijoにアデイロンダック公開事務所が設i慢され 3 ゾーニングによる私有地の土地利用基本計闘が

19731fミに定められた。しかし，これは地元住民とのあLil:を生じ，地元経済の活性化と公開の自然

環境保全の共存の道が保られるようになった。

1.はじめに

1992年に100間年記念を江IIえたニューヨークナト!のアデイロン夕、ツク公開 (AdirondackPark) 

は， 18951fに州出法で永久保護が規定されたナト|有の保設林 (ForestPreserve) と民有地から構

成される地域IlilJの州京公開である。 J脱税には， 1892年の設i改wでは公開は州有地と州、|が購入する

こi二地で構成されると規定されているが，実質上は森林委録会によって地関上で青いi境界線 (blue

linc) で閉まれた，息符地と州有地からなる2，807，760.J二一カーの地域が公|家!として認識されてい

た。そのj北京:の経総についてはすでに論じられているので1九本論ではその誕生以降，今日にい

たるまでの変避をたどることによって，そこに顕われた人々の公milに対する意識の変化宏明らか

にする。また，アデイ口ンダック公慨を統括する組織として1971/9':に発比したアデイロンダック

公I~n事務所 (Adirondack Park Agcncy以下 APAと略)がJ:jl心になって遂行している用途地域

区分の概袈とそれに関わる!日j胞を論じる。

アディロンダックに関しては多数の文献ZJがあるが，特に公i京!と保護林の政策と人々の認織の

変化に重点をおいて丈献を選択した。~ì:=.として，グラハムペデリーペクランツペケラーペパン

パルケンパ_7)の文献から公開および‘保護林の版史的変遷を把揖 L，見解の迷いを配践しながら
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検討した。その|民 j訟法改正の動きと保波林におけるさまざまな利用との関係を霊視した。また，

APA設i震前後の勤きに[持しては丹、!の報告議:を参考lこし

なお，これらの文献収集ではブルーマウンテンレーク (Blue Mountain Lake) のアデイロン

ダック 1~草物館 (Adirondack Museum) 関誌i:~さおよびシラキュース (Syracuse) のニューヨーク

州立大学環境科学及び森林学部 (Collegeof Environmental Science and Forestry， State 

University of New York) ムーンjiRl書館 (MoonLibrary)にお世話になった。

2. アメリカにおけるアデイロンダック公開の意義

アデイロンダツク公際(溜-1)はニュー

ヨーク州のナトl:iL公i舗のひとつであるが，ニュー

ヨークナト!の諸都市に m~ らずカナダのそン

トリオールまでも含む人口綱密な地域か

らのアクセスが優れている上，東部では珍

しく広大な間関にわたって自然、開墳が保

されているので，毎年多くの人々に利用

されている。今1:1の閣制はおよそ 6

エーカーで，うち43%の2.6百万エーカー

がナH宥地である。残り 57% を占める f~宥

j也の多くは樹林地や農地で125，000人の住

民と別荘を所有する{f.~200 ， 000人の挙飾的

な住民が~.治しているヘ

この公閣の存在は，アメリカ全体の

保全史においても重要な窓味を持ってい

る。特に，アメリカの環境保全巡動に関わっ

な人物9) を育成したということと，

アデイロンダツクにおける i当然環境保全

の試みが，連邦政府による金問的規模の森

凶… i アデイ口ンダック公陵|の{泣:絞と{糸線林
(~ÌÃ "、部分)

林保全のさきがけとなったということの2点で、震要で、ある。

まず，前者にi潟しでは，東部の掛捕な人々が環境保全連動の中心となった。彼らがここで夏を

過ごすことによって自然環境保全の意識に目覚めるゆりかごの役闘を来たした。まず， 1864年に

出版されアメリカにおける科学的な環境保全のさ急がけとなった「人と自然 (Manand Nature)J 

ーシュ (GeorgePerkins Marsh)はコネチカット州出身で，強:はアデイロンダックの

別読で過ごし，ヨーロッパとアデイロンダックの体験から水iJ)副首獲を中心とする環境保全を訴え

た。 同様にニュ…ヨークナH知事(担任期間1898-1900) を経て大統領(在住期間1901-1909) となっ

たシオドア・ローズベルト (TheodoreHoosevelt) も出t~~ なイ本をアデイヒ1 ンダックで鍛え，政治

家となってからもアデイびンダックをよく訪れていた。マッキンレ一大統領暗殺の報告もアデイ

ロンダックの111Ijlで受け，そこから列車でワシントンに民る途rllの!以で被は大統鎖となった。 18

941f三のナト!?革法会議で重要な役割を演じ，その後もニューヨーク州の環境協全に影響をおよほし続

けたニューヨーク市在住の;訟法学者の jレイス・マ…シャル (LouisMarshall)もアデイロンダツ

クに別J誌を構えていた。その息子ロパート・マーシ -γ ル(HobertMarshall)もそこで哀を過ご

しただけではなく，この地域の会UIを走破し，白熱環境に対する関心をi弱めた。大学でも林学を
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専攻し，植物~lと理学で学{立を 1~i，た。 1932年には自然環境課金団体ウイルダネスソサイアティを設

立し農務省森林局勤務中にウイ JレダネスのU規定を提l拐しているi九また， I時代を溜ると超越主

エマーソン (RalphWaldo Emerson) もここで1858年の箆を過ごし，哲学者のキャ

ンプ(刊誌losopher'sCamp) と11手ばれたれ}。

空間としても，この地域の森林で行なわれた，払い下げの対象から 1'1'1によって~い挺され保護

林として設定されるという公有地政策の!綜換ともいえる試みが，1891iドの保税林(のちの|調有林)

設世及び1911年にウィークス法によって規定された東部におけるiま|有林設伎の範ともなった。さ

らに，保護林というプリザベーション空間が設置されたことは19641j~にウィルダネス法によって

規定されるウィルダネス ~nfJの先例ともなった。さらに， =当初から私潟地が含まれた状態で展開

してきた形態は，連邦政府の悶立公関システムのli1で，近年提唱されているグリーンラインパー

ク (greenline park) という地域jlllJの自然公開凶のさきがけともいえる O

3.憲法と保諮林の功利主義的な利用(表ー1)

保護林は公関投i設以前の1885年に設定されたが，その主践的は河JIIの水是正磁保を 1_11心とする水

源瓶接であった。当初保護林の投i官に対して地元が!又対したが，州政府が保護林となった土地の

資産税を地元自治体に支払うことで合意にいたった。これができた背景としてニューヨークナHが
エンバイアステートと呼ばれるように，経消的に駿かな;1犬112で財iJjj!も
ある。

にあったことが議裂で

さらに，このアデイロンダック公開内のナ1'1有地からなる保設林に手が加わることを断閣として

阻止するために1894年 5月5日に開催されたニューヨークナ1'1のi訟法会議において，第 7条第 6J1'[

で土地の購入が規定されるとともに，第 7壌で「永久に自然Jの状態で保持することが規定され

た。その背紫としては保護林を管理していた森林委員会の…部の委員が鉄道建設や木材・の伐探に

関して不正を働いたことによる不信感が募っていたことがあげられるヘその詩cY.去の規定は以下

のようなものである。

「保fi貨林を構成する現在所夜または将来購入される州有地は，永久に自然の森林地 (wild

forest land) として保持されるものとする。それらは賃貸したり，売却J，交換できない，またい

かなる法人や公衆や個人によって所有怒れない。さらに，その材は去Il，1徐去あるいは破壊され

てはならない。J
この条文が後に問題となる理由として， 1.公開内の私有地合弁1;;府地として購入するとその時

となりそれ以外の目的には競えなくなること， 2.ここで使われている r[当然の館林

地Jということばの定義がi闘派であること， 3.公開内の私有地と外のナトi有地を交換して公開内

の保護林磁磁をま盟加させることもできないこと， 4.Hの売却l，除去，破壊ができないので災警の

枯損水処現や， I坊火道路など森林保税13的の道路磁波も不可能となる点などがあげられる。

この滋法改正は1894il~1l月に住民投累によって河.決され1895年 i 月 i 日に施行されたが，早速

その年に，保税林の光:tll・交換およびホテルや小躍建設目的の5エーカーの誌-貸を可能とするよ

うな改正が提案された。この改正案は州議会の阿院で 2~連続可決されたが， 1896年の枝氏投認

で反対710，505謀，賛成321，486紫で否決されたへこれは特定の人々によって公共的自的の保波

林が専有される可能性に対する外IE誌の批判であったヘ以来日Oほどの改滋議が提出されたがそ

の1:1"でIiJ'iえされたのは数えるほどである。その紋初のものが以下に述べる1913i手の慾法改正であっ

た。

連邦政府の動きからも当時の*i，原油畿などの功利主義的な利用重織の安勢がうかがえる。まず¥



公… i アデイロンダツク鈎J度中立i

1885 1~~波林および 3 名で檎nJ(:される

1890 民有地購入のためのlr立紛の予算配均

1891 巡邦政府が保健称il主li!i:(後のi主i有林)

1892 アデイロンダック公i羽詰支援
1894 慾j友会議で永久条:rriがlìrij~ (鈴成410697，反対327402)

1895 森林委災会が漁業・ ~~:b獄lfJj ・森林委災会となる

1901 述邦政Jf.fが後先1弘法制定

l!J03 委!!'t会が森体 .f.~，狐・ Xð~~鎖委主司会となる

1906 大火災発生

1911 婆民会が保全委民会となり， J二地・森林fl'III"J が1~~~射本を恰Z淑

1911 述邦政府がウィークスi出111J5主(隠l有林のための:i:丸山購入が可能となる)

1912 公関関税が4，054，000ac刊に拡大

1913 ヨセミテでヘッチヘッチー夕、ム慾設決定

1913 滋法改正でf絞殺林の 3%が給水・巡iiiTの水佼保持の為のiげ水iむとして利剤1iJとなる

1916 述邦政府内務省に樹立公|重i均設後

1918 慾法改IEで州巡慾設のための保総称の手Ijffl許百J

1920 議初の公共キャンブサイトが保母M~*に設t~{: される

1923 水力発電のための修正袋は否決

1924 'fJ"有地の野外広告規制

1927 保会委員会が保全局となる

1927 訟法改正でホワイトブ L イスIJIへの鋭光巡路建設許可

1929 保談林内のボブスレーコース建設禁止

1931 公随煎紛が5，600，000acreに拡大

1932 レクリエーション施設1没i伎のための慾法改正案喜子決

1932 レークブラシッドで冬烈jオリンピック関llii
1933 CCCによるキャンプサイトおよびトレイル波紋

1933 益法改正でインデイアンiM]巡路建設1l9'石J

1941 ホワイトフェイスliJにスキー場建設iW1TJ
1950 J総与発~t

1957 公間外の10acre以下の綿織した保談林の似光，交換1IJ・総となる

1959 ぷ法改正でそントリオオールとオルパニーを給ぶ潟j窓辺路建設許11]'

1964 連邦政府がウイルダネス法制定

1967 アデイ口ンダック ilJJ派閥立公悶提案

1967 ぷ法会議掬111Lレクリぶーション施設会慾化が椛策される(住民投認で喜子決)

1968 プデイロンダック将楽に燃する臨時翻萩委よ司会目立絞

1970 環境保全!退役波

1970 臨時都OJj安委民会報常務公表

1971 APA設位

1972 升|有地総本総本計測決定

1973 1淑子C，交換可能な{九日妥林溺縦が100acre 以内となる

1973 民;{:j-Jl!!土地利用・開発言十綱決定

1975 APA改革

1980 レークブラシッドで冬期jオリンピック

1990 21世紀のアディロンダック検討苦言及会報告数公表

1992 

313 



314 

1901年に優先権法 (Rightof Way Act) と呼ばれる公有地における水源ダムや送電線設鐙を認

める法律が制定された。その…述の流れの 1:j:1でアメリカの環境協会巡動において今なお蹴り継が

れる1913年のヨセミテ国立公開のヘッチヘッチー(狂的chHetchy) ダム建設許可がとらえられ

る。

このような功利主義的利照が推進された時代を反映して，同年，アデイロンダックにおいても

バード修正問urdAmendment) と呼ばれる訟法改正案が賛成486，264諜，反対日7，290議で nr決

された。その|付符は，保護林内に公共目的の7J<ilffiダムなどを態設することがその部輸の 3%まで

ならば許されるというものであったへ当初の保設林設援目的が7J<rl邸側誌であることを考えると

論理11的に妥当な改正と考えることができょう。しかし，この改正によって保護林の 1*1にグム安建

設することが合滋イとされたため議論されることなくいくつかのグムが磁設された。

その後， I時代とともに人々の意識が変化するにしたがって保護林に期待される役割も変わり，

ダム建設に対する反対も強まってきた献に，この改正条項が大きな問題となった。 1920年にブラッ

ク川にダム建設が決定された隙には保全間体が反対j互選bを展開した，このダムは1913年の規定の

3%以内に収まるために保全局は 1945年には建設を承認したが， 1950年のストローク法

(Strokes Law) によって成治体の公共水道問的以外のダム建設が禁止されるとともに 19535j".に

は1913年の修正も削除された。

190614~ にアデイロンダツクで大火災が発生したことから，防火のための擁設も保護林に設置さ

れるようになった。 1909年には最初の火の見やぐらが設慨されたのを皮切りに，防火トレイルや

番人のためのキャンプサイトなどがj訟法判断をドすことなく投殺されていった。次第にこれらの

施設はレクリエーション利用にも供されることになり， 1912年にこれらのトレイルやキャンプ-lJ・

イトが実際にはレクリエーション目的で使われていることが報告されている i九

保II.葉林を通過する道路建設のための滋法改正案も，公共性が商いことが認識されているためか，

何度か通過している。まず， 1918:l'Fにはサラナック湖 (SaranacLake) とオー jレドツォージ

(Old Forge) 1訴の道路， 1927年には後に述べるホワイトフェイス山 (WhitefaceMountain) へ
の制光道路， 1933:l'1:にはインデイアンiMJ(Indian Lake)道路の建設のための出法改正がj}，認さ

れた。さらに， 195711'-1こは路線変更のため保護林から400エーカーを徐外する改正案， 1959:l'ドに

はナトj者11オルパニーとカナ夕、のそントリオールを結ぶ高速道銘建設に関わる改正案がそれぞれ認め

られた。この道路は19671f.に開通し，アデイ仁iンダツクの利用は急激にt時大した。このように自

動車時代を反映して道路による保護林の侵食は人々に符易に受入れられた。

4. レクリエーション施設と保護林

19121fにジョージ湖 (LakeGeorge) 111干の1'fJ:1と戦争の戦跡25エーカーを，ナ'"が1~JIJI.・整備する

ことなった。議u.去によれば公開内ではナトi布地となることによって自動的に全て保設林となるが，

州の倹事総長は特定の 1"1的で民jはした土地で、あるから保護林化せずに手を力11えでも違法iではない

という 3問i析を訴した。以降，この事例が公開内の施設殺事誌が進められる根拠となったへ

1915年には18941ド以米初めて法;法会識が1}f'J1Hlされた。そのri'で琉損保全|遺体の奴IJからもそろそ

ろ保波林での林業ペコキャンプサイトの賃貸を認めてもよいという考えが出された。さらに，保設

林を管iJ盟すib保全委民会 (ConservationCommission) が提案した防火トレイ jレ設 i盈ゃ ~:ìlî掛水

の除去，幹線道部の建設などが会議で承認された。しかし，このj訟法修正案は枝氏投裂で百決さ

れたへ

1913年の水iEiiダム設訟を可能とするための;訟法改正に続いて， 2番目に可決されたのは1927年



315 

i ホワイトブェイスiJJへの観光道路
(Whiteface Ml. Veterans Memorial Highway， 1992) 

!写真一 2 ホワイトブ J イスIlIi.l立のスキ…JJJJ(Whit日faceMt. Ski Area， 1992) 

の保護林にや;まれる i~~{ i~lj 4，867フィートのホワイトブエイスILiの11.11五斑下までの自動車道設5まし

関わる改正案であった。 )vイス・マ…シャルは歩いて主まることの秘!i他ヤ，静化の問題を新IlfJ'で
えたがベ住民投誤の結果，賛成1，082，864紫，反対602，395g，'fであった。これを受けて道路

1)は 1929.:q三に建設が始まり 1935iドに開通した。この滋路は今日まで有料の続光道路として使わ

れている。この法案がTfr{~とされた背設としてはニューヨ…ク'l+IHl 身の第…次 i仕界大戦に従怒した

という大義名分があり l :.t忌役軍人会などが強く支持したことと，自動本を利射したWI
光が雌んになってきた時代を として，公開の1I1で iヶ所くらいiJ日貿まで自動車で上がれる所

があっても構わないという思いがあった出。
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なお，火災が頻発した結巣，すでに1909年にホワイトフェイスUJには防火のためのトレイルが

作られていた却。さらに， 1941年には i万謀を下回る1UL設で保護林となっているホワイトフェイ

ス[11麓にスキー場を設読する;訟法改正業が可決した(写真一2)。この際，保全局 (Cons臼rvation

Department) は，この山に観光道路があるからすでに白熱環境は改変されているという主践を

展開した則。このスキー場は1980i1三に!謂慌された冬季オリンピックでも鈍われたが，それ以前に

もレークブラシッド (LakePlacid)ではオリンピックが関係されている。

それは大恐慌の最小の1932年であった。その競技穂自のひとつとしてボブスレーが1924年に加

えられていた。そこで1929年にレークブラシッドにおいてもそのコースを設置することになり，

保線林に含まれる札|のま.~閣が候補地として選定されたが，環境保全部体との裁判でその案は否決

された。このため，コースは転有地の地役権を州が購入して設設された。

1927if.には山頂への道路建設のためのj訟法改正案が可決されているにも関わらずボ、ブスレーコー

スが不許可になった背景として，道路は公共性が広く認識されているのに対-してボブスレーには

そのような根拠が乏しい上，そのコース予定地となった斜溜の自然性も潟く，関立つ fÆiï~r で、あっ

たことが考えられる。

第…次大戦後，アメリカにおいて自動車が普-及するとともにレク 1)エーション活動が活発となっ

てきた。ぞれは1916年のj主i立公開局設設や問符林における今ヤンブ":ljJj盤備の動きからも明らかで

ある出jo このような時代の流れを反映して， 1919年の保全委鼠会の報告ではこれまでレクリエー

ション開発を軽視してきたことを反省し，バケーション設問としてアデイロンダックを認識して

いる制。その結果， 1茶会委鼠会は1920年から積線的にキャンブ場整備を開始した O だが J ;i益法の

規定のもとでそれらの事業を正治化するために 1 ;.皐j去で排他的なキャンブによる火災から森林を

るためだと保全委員会は設関理由を説明した。また，枯死水を薪として採取することも認め

た出}。

当初は!的火問的の施設という名目で設援し，突時にはレクリエーシ認ンにも利用されたのが，

次第にレクリエーションが主たる目的として前閣に出てきた。 1921年に保全委員会は保護林の1:11

のキャンブ場などの施設のパンブレット念日万枚配付し，その成果として1923~F-の哀のシーズン

における保税林の 4ヶ所のキャンブ場における延べ料用者数は10万人に速したという明。このよ

うなレクリエーションの隆擬を背景として， 1930年には保全局が管理するレクリエーション施設

を日的とした保護休の伐採を ïjTfî~ とする慾法修正案が出されたが， 1932年の選挙のi療に生民

投裂で‘否決されている。その後，キャンプサイトなどのレクリエーション施設の迷遊性に関して

は触れられない状態が統いた。だが， 1967 に開銀された憲法会議においてブレッセル

(Charles W. Froessel)が公共のキャンプ場が合滋化されるべきであるという窓見を表明した O

環境保全校i体はそのように明確に規定されることによって拡張解釈され開発が進むことを恐れた

が，表決の結果，賛成106，民対60でj訟法改正案に逃加されることになった。だが，最終的には教

育問題が中心となったj益法改正案は住民投諜で汚決された制。

5.林業と保護林

以I二のように，アデイロンダック保護林における水減ダムや|坊火，道路，レクリエーション施

設などの設置は，述滋であるにも関わらずいわば黙認されてきた。これに対して林業は ，1898iド

にファーノウ合中心として設立されたニューヨーク州立林業大学が，公開内に設置された淡習林

経常が感条件が敢なったため失敗したため，1903i1~ に閉鎖された時点で評定された。

しかし，林業教脊に隠しては， 1911年にシラキュースに州林業大学が設置されている制。そ
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の設立に尽力し評議会の議長を終身動めたのが， 1894:$の f永久j条壊の滋法規定にも関与した

;t"イス・マーシャルであることからも，訟法による保護林の厳絡な管理を求めた人々が林業を否

定していたのではないことが詩-えよう O この点に関して，テリーはレクリエーション支持者にも

選法規定を肉親とし，林業擁護派の人々が符在したことを明らかにしているヘ

保護林投i設の悶的となった水加減猿機能は，今日ではBX生林よりも椴林地の方が高いという

も不されているが，実際保護林内でも縦林はおこなわれていたO すでに1900年頃に50万本以上

の前がtí~Æ~~ され， 1920年には保全!誌が保護林に 3百万本もの}笠木を植えることをfi'(ilJしていると

いうへ滋法では撒林に斑抜ふれていないが， r永久に自然の森林地jとして維持するという規定

を!散後に解釈すれば，組林行為も述滋となる O だが， 1927i(三にはナト|に造林委員会が設置され，荒

廃した燥地などの民有地への椴林がナト!で提出jされていた!時代背景却を考慮すると，林業1H1Jからの

巻き返し政策の一環とも考えられる。特に1930年代のニューデイール政策として，アデイロンダツ

クにおいても CCC(Civilian Conservation Corps)が植林活動やキャンプ場やトレイルなどの

レクリエーション施設の設置を行なっている。また，保護林内への CCCキャンブの設設も仮設

のものであるということで、問題とならなかった。

このように伐採はfl'I'1iJされないが楠A*は河台?とあったということは，まだ木材主E.践と功手IJ

的な活動は認められてはいないが，今日のような生態系のプロセス保全の考-えも未熟であり，い

わばそれらの1:111詩的な状態にあったことを訴すといえるo すなわち，憲法に規定された「自然の

森;f~ミj也j という設葉の|控味さを反映して，その管Jlll も場当りとならざるを持なかった。その 1:1 1 で

管理4iJ誌の設かれたジレンマを如実に示したのが保護林におけるj氏側水の処理であった。

このi也域は19501:ドに鵠主!IなJ!l1よ容に見舞われ，多くの!TI"，¥'1到l木がじた。だが， )ぷi去の規定によれ

ば，ぞれらの持出しも，売却も禁止されている O これらの風倒木による火災の危険性や腕朽によ

る病以惑の発生を問題とした保全局 l丸まず州の検事[・総長の71k~{iを得てから，風倒水処理事業の

入札のために必裂な州議会の氷訟を取り付けた。すなわち，緊急事態という認識から窓法改正を

経ずして処理を行なったことになる O このj孔倒水処理E作業には4年以上嬰し， 4千万ボードブイー

トの材と2075コードのパルプが生議された結果， 1007)ドル以上の収入をよげ，うち 107:]"1ごjしが

保護林地の購入予算に充当された跡。

公開の管足立を担当している保全局は，常にj益法規定のあいまいさのr:j1で仕事:を進めなければな

らないという状況から，自らの裁致村fl拡大を求めるために，その機関誌においてj訟法規定が保護

林の布切jな利用を妨げていると訴えたへこの保全局の問題提組l丸禁伐が森林保全の最良のブj

法か，野生動物のかさが議i去で;Jとめられるのであれば現在の管理方針で良いのか，ナト|及びllil家

として経済的目的と合致するのか，現在の方針でレクリエーション資源会有効に活用しているの

かという 4 点からなっていた。この問題提起からも保全j誌の功利主義的な保税林の見方が明 I~ と

なっている O このようなジレンマの中で次第に公開!においてゾーニングを適用することが考えら

れてし1くようになっ

6.保護林に対する認識の変化

保護林にんjする意識の変化は，その管理I!組織の名称の変化からも読み取れる。 1895年に森林委

員会に代わって漁業，鳥獣類，森林委員会 (Fisheries，Game and Forests Commission)が設絞

怒れた。この名称は釣や狩猟というエリートの活動を述組させる。 1900f!三には森林，魚、鎖，潟県x
類委員会 (Forest，Fish and Game Commission) と名称が変更され，森林重視の姿勢を訴して

いる。さらに， 1911i(三には保全委民会となり， 1f/ll7J!J的な名称から環境全体へという変化が見られ
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る。なお， 1928年には保全局となり， 1970:fj:'.には環境保全局 (Departmentof Environmental 

Coserv a tion) となる O また， 1971年にアデイロンダック公開の統括する組織として APAが設

i置されている。

実質的にも，ナHの管理組織の保護林に対する考え方はn寺代と共に変北している o )訟法規定ililJ定

の経緯がスキャンダルを引き起こした当時の管膿組織の活動を規制することであったから，その

後の管湖組織も j訟法規定に反発を抱き，何度も木材生肢が禁止されていることを問題視し，報告

書の1:1"で過熱水の伐採許可を3}とめている。 1920年頃からはレクリエ…シ羽ンの重要性も認識され

るようになった。その頃の報告では，キャンプサイトやトレイルの手すりなど純設の拡光実縮

が記され，最後に予算増額を求めていた。また，レクリエーション紫淑としてアデイロンダック

の景観を評価しているが，まだウィルダネスそのものの許制にはいたらなかった制。これは官僚

llilJ という自己明殖を¥jgli.:>総織において，施設を嬰しないウィルダネスは待易に受容できないから

で、あろう。

アデイ幻ンダツクにおいて，景観としての自然の認識からプロセスとしての自然を議初にとら

えるようになった人物として， 1914#':から記録を残しているアポット (HenryAbbot)があげら

れるヘ彼は薮など…般的には者史的に認識されがちな環境の多様性を評価し，その自然環椛全

体を卒受することができた。このように次第に禁蹴だけではなく自然環境そのものが評備される

ようになった。しかしながら，管畷組織においては1950年の風警への対応にも見られるようにま

だ功利主義的な考え方が主流であった。

7.公関内の私有地問題への対応

アデイロンダック公開が設定されたi虹後の1893年の森林投段会の によれば公開i磁較は

2，807，760，;:[.ーカーで， 1""有地は551，093ょにーカーに過ぎなかった。すなわち， 1+1有地の割合は 2

割弱であった。しかし，土地良 I1文予算が州議会でr~ê~ されることによってグラブ(ぽ\- 2) に訴

されたように， 1900年慣には併有地の部新は1，230，889エーカーに椴増している O それでも，この

頃すでに，会私有地の購入は~1;fJIj来的として i祈念されていたり

一方で，公闘の境界の変吏も行なわれ，公開mr般もt勢力持している O まず， 1912:fj:'.tこは公開閉棋

が4，054，000.:1ニーカーに拡大された。その際，公開がその中の私有地を含むものであることが初め

て明記された。次に， 19311'ドにも公邸境界が変更され，間続が5，600，000エーカーとなった。その

としては，大!J;~i荒の j定後で土地の民I1又価格が{ほかったよ，ネilìl功政策としてナ1'1が積極的に土地

Y"i JIY.を推進したことがあげられよう。さらに， 1956年にも93，500.1:ーカーが公閣に迫力11され，公

認fl関節は5，693，500ょにーカーとなり，ナト|有地の閣総も2，244，828エーカーとなっている。このよう

に公館111)すのナト|有地，すなわち保波林は少しづつながら拡光された。

こ ~iに対して，公i納付の私有地の利用に関する j~îlìlJ は 1924年の野外広告規制以外にはなかった。

このため，次第に 1JIM主地が~!!fi秩序 lこ形I!立されていくこととなった。特に 1950年代からの別 ;H: ブー

ムの影響が大きかった。今日，アデイロングツク公問の私1守地の60%は地域外の所有者のもので

あり， 50%は所有者全体の 1%をふみめるに過ぎない大土地所有者の所有である O

このような私有地に関わる問題の解決策として1967年 6月30日に突然悶:立公開化が提案された。

この提案制はネルソン・ロックフエラー (NelsonRockefeller)ナH知事の兄弟で州の公閑

ったローレンス・ロックブエラー (LowrenceRockefel1er)が，前回;立公開局長ワース

(Conrad Wirth) と相談した結果，作成したものであった。その内待は，アデイロンダック公開

i人j の 1 ， 120 ， 000ょにーカーのナH;(ïJ~ を移管し， 60 ， 000エーカーの私有j也を jl日11政府が15年でy~JI)( して，
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プデイロンダック 11J}J民間立公fJliI (Adirondack Mountains National Park) を設立するというも

のであった。この提案は闘志公i窓口司も州の保全局も全く問主J]しないうちになされ，地元にも寝耳

に水であった。

この提案にはさまざまな挺対・が寄せられた。まず，環境f来会開体などから国立公闘となれば施

設却のマスレクリエーシ詩ン空院となるためp 自然、状態の保全を掘ったj訟法の精神とは合致しな

いという批判が上がった。織かに，この提案の作成者の一人ワースは，国立公開局長時代

(1951-64) に公閣の施設を改部し I1又脊力を 1(~加させるミッシ泣ン66 (Mission 66) と呼ばれる計

測を推進していたため，当時は利用中心の国立公開というイメージが強かった。また，製材染者

も蓄積の多い公限内の民有林が収JIlされるために反対した。悶公開では~'.njìti){禁止されるため，

ハンターたちも反対した。また， づ年の条件'irii;l，iJこす{;L;{O也は残されるもののJ前ftiが3ょに…カー

に総定されるので住氏も反対した。 地元自治体も州がこれまでj也元に支払っていた探謎林に対す

る税金が20年間限りで停止することが規定されていたため反対した。さらに，アデPイロンダック

公開会管1盟しているナH保全局も，その提案に反対する報告書を拠出した。 国立公開化提案の説明

会において，ローレンス・ロックフコ二ラーはそれぞれの反対に対して妥協議を提訴したが，この

提案はそれ以上具体的に何も進展することなくおJ詩人りとなった。だが，人々にアデイ oンダッ

ク公開内の私有地問題の解決を考えさせる機会を提供した，I~~-c、評務Ijにイ践する O この国立公開化提

案は充分にその情命を来たしたとも設える。

ここで提案されたことが刺激となって，奴1968年にはその後，ロックブエラーナH 9;J].~・によって



320 

「アデイロンダックの将来にi到する臨時調査委長会 (TheTemporary Study Commission on the 

Future of the Adirondacks) Jが設躍され，検討が進められた。その成条として1970年12月15自

に詳細な報告諮‘掛が出された。この報告・舎では， j訟法の保持， i好川保護システム， ll'i'7](i也建設禁

止，連邦政府の不干渉などの提案に加えて，公闘を管聴する組織の設立とその組織による公有地

だけはなく fL、有地の規制が盛り込まれた。この委員会での議論の中心は乱開発の規制であった。

それには禁鋭のための私権の規制が19541手の最高裁判所の判決で認められていることカ可制.111:となっ

ているといわれる4九保護林に関しては，その目的をウイルダネス保全として認織じ，そのため

には保全局の官僚l1ilJがその時擦であると設及した。

8. APAの設置とナH有地と私有地の土地利用計闘

臨時調査委員会の報告を支持するロックフエラー州知事は APA設訟法案を提出したが，ベト

ナム戦争-の泥沼化と不況が重なり，新組織を発足させるには社会的状況が惑かった。だが，反対

する地元議員の説得に努めた結果， 1971年に下院では123対24，上院で、は22対14で設置法案が可

決されたへ

APAには|臨時制主主委員会のメンバーが加わり，報告脊の成巣を活かして公闘1)すの州有!iliと民

有地の 2つのマスタープランが策定怒れた。まず， 1972年に策定され 9鴎の公聴会を経て，知事

が承認した州有地の計瞬拙では様護林を 7つのカテゴリー(1，wilderness ， 2.primitive， 3.canoe， 

4. wild forest， 5.intensive use， 6. travel corridors， 7. wild， scenic and recreaton rivers) に分観

した。ゾーニングによるウイルダネスの設i授はすでに1960年に従業され，述邦政Iflにおいても

19例年にウイルダネス法が制定されていた。この雪I-mrrでは15ケj苛のウイルダネス地域が設定され

た。それぞれは閣制10，000エーカー以上で， 1975年までに既存の施設は撤去されることが規定さ

れ，スノーモーピルや飛行機などの利加は禁止された。これに対・してホワイトフェイスUJのスキー

場などは集中利用エリアにiま分された。 7帯住のカテゴ 1)…の保全河)11の設定は，それまでアデイ

ロン夕、ツクでは森林のみが保全の対象となっていたことを競みると新たなアプローチとして評価li

できる。また，外来植物の規ililj，

シカの生息数の放置，チェス板;1犬

の土地所有の是正など生態学的考

え方を重視したものとなっている。

州有地の基本計闘にくらべると，

私有地の土地利用計閣の実行は段l

離であったo 1973年に)又予告する j也

元との妥協の結栄，議会で承認さ

れた私有地の土地利用計i閣制では

2のように 6つのカテゴリー

に私有地が区分され 1平方マイ

)v辺りの建物の稿、皮が規定されている。また，開発がその鋭般によって 2種類に分けられた。こ

の践的としては，自然磯境を保全しながら公開内での経済的な成長の機会を確保することがあげ

られている。また，地域の12%を議袈環境地域 (CriticalEnvironmental Area) に指定し，ここ

では規撲を 1M] わず Ij~19告に際して APA の許可が必裂とされる。また，森林の伐採に関しでは，河

111'1;や湖畔を|徐き25エーカー以上の皆伐でなければ許可不安となっている。

この計i留の適用から除外されるために独自に土地利用計簡を立てる自治体も出てきた。 19731J'O

淡… 2 私布地の土地利用ぽ分と後}交

平均慾築物語~:I~ 平均敷地泌総
(i平方マイル;~たり (acre)

flilj~院なし

土地利用区分
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Moderate Intensity 
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に私有地の土地利用計回が策定され， APAの活動が本格的になるにしたがって，地域イ主民の反

発が激化した。特に19751f~にはAPAに対してさまざまな嫌がらせがなされた。このような APA

と地元が対立した社会的な背景をとして，グラハム叫は全国規模の不況にも関わらず， APAによる

土地利用計磁がスケープゴートにされたことをまずあげ，さらに， APAが怠激に計翻を進め，イ主

民とのコミュニケーションに充分に11寺i討を掛けなかったこと，側人に対して官僚的に対応したこ

と，月総員に地域とのコミュニケーシ沼ンや心理学の専門家がいなかったこと， APAを殴督する

lili冗の委民会 (LocalGovernment Review Board)が批判的な人物だけで構成されていたため

機能しなかった等の問題を述べている。

このような批判を経て， 1975年には APA改革がなされ，生氏の小規模な建て替えなどの規制

が強められ，手続きも関説化された。さらに，問題が生じた場合には原閑が探られるようになっ

た。さらに， γ スタープランをわかりやすく説明したパンフレット却も作!記された。 1976年には

設蹴法が改正され部長Ij規定が削除された。

このように倒人の線利意識の強いアメリカで初めて本格的に導入された大規模で縮かな土地利

用計i磁はアメリカの風土には品目|染まないという考えがあるが，現実に規制を受けたのは住民では

なく土地を細分化して分識することを目的としている人々であった。また，規制によって不動j宝

飾格が下帯したという意見があるが，良好な環境が保全されることによって長期的には上.釘.する

と予測されている。同様な私有地のjilïfltlJ がアメリカにおいても今後広がる河台出生がある~G)。

9.考察

アデイロンダック公館の故大の特急は， i呆日生林が州怒i~で保全されていることとアメリカでは

珍しくね有地が含まれる地域f!iljの公開iであるということである。その変還を辿った結巣，つぎの

ような点が明らかになった。まず， 18851f::に設定された保設林は1895年に州議j去によって規定さ

れることによって確聞としたものになった。当初の自的は水源j倒猿という経済的なJll!r羽が全国に

iおされているが，実際にはアデイロンダックを伐採やそれに続く火災などから森林を守りたいと

いう思いとその背抜に踏む特権階級の私有地の周辺環境維持という思惑が影響をおよlましている。

第一次大戦後のレクリエーションの大衆北とともにキャンプ場などが設5まされ野外レクリょにー

ション22聞として機能するようになった。そのレクリエーションの形態も施設指向と自然性指向

に分化し，次第にウイルダネス空間としても認織されるようになった。だが，近年アメリカの悶

立;公掘で実験されているような生態系のプ口セスの保全を段指そうとすれば，病虫護:の発生や火

災などの人間にとって市定的なプロセスも受入れなければならないへその場合，自然環境条件

のまとまりではなく危地所有などの管現主体で境界が定められたためチニLス桜のような分布となっ

た保護林において，さらに憐接して集?容が散在している状態では，生態系のプロセスの保全迷成

は関関tである。

一方，公開 17すには 12万5ニ!二人の定住人IJ~ ;j官える 107の IIlr村がある。だが，日本などの地域ílilj 自

然公開とは異なり，私有地の利用はほとんど規制されない状f誤が1971年の APAのi没まで続い

そのため，私有地の無秩序な開発が問題となり私有地の土地利用計闘が策定各れた。だが，

そのような将来像を実現するためには経済発践との関わりが重要である。アデイロンダックの住

民の所得は平均よりもf尽く，失・業率も高いまた，観光という主要産業は，手節や天候などに

左右される不安定な産業である O

1990年には21世紀のアディロンダック検討委員会による報告書哨が提出された。その111で，地

域経済を発展させることの混喪:性が述べられている O また，私有地の乱開発を規制す喝る手iほととし
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て，保全のための池f支持 (conservationeasement) の設定を求めている。さらに何年，アデイ

ロンダック博物館は公闘の将来に関する意識制変則をおとなった。この 1:1:1で解格者1:-定i主住民，

~I:定使命民，ニューヨ…ク州住民，ナト|外の 4 つに大別して意見をまとめている。その;立見によれ

ば湖沼の水質汚染などプデイロンダツクの現境問題が故大の関心となっている。:lil!.J或が観光経済

に依存していることを認めながらも，経済効果の乏しいウィルダネス指向のレク 1)ょにーションや

環境教育を生氏は支持している。また，安定した経済恭探として林業生磁の保続を恕んでいる。

故後に， j訟法の規定は大多数が支持している。

アデイロンダツクの経済的な臨窮に立すするグラハムの;沼郡した議論叫 l土日本の過疎の11FH・にも

そのまま当てはまる。すなわち，企業を誘致すれば若者が腎まり，地域経済が活性化すると地元

の人々は単純に考える O だが，現実は企業:の;}とめる技術がある人材は限られているため，そのよ

うな人々は既存の職場からもっと条件の良い職場に移り，むしろ既存のJ[i役場が表退する O また，

失業者は技術がないので躍JHしようにも雇用がなされない。

日本の111i寸1:-考えてみると，その殺かな自然を売り物にする産業が発援する1可能性が高い。だ

から，地元はリゾート産業を誘致しようとした。だが，これらの産業は典剥的なサーどス業であ

り山村の人々にはそのノウハウの識も欠けている業績である O このため，リゾート践業は割問]的

な仕事を地元に頼むのが村j…杯で， rj:1粧的な仕事は都会からの人々に頼まざるを符ない。また，

地元がなんらかの補助金で第三セクターで運営しようとすると，ノウハウがないために失敗する

ということになる。このような日本の LlJ~;'lと共通する問題が浮き彫りにされたのは意外な点であっ

た。
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SUMMARY 

T、heAdirondack Park was established in 1892 as one of the state parks of New ;y ork， but it 

sti1l contains 3.5 million acres (57%) of private lands with a population of 125，000. The 

state鵬 ownedlands， which occupies 2.6 mil1ion acres (43%) of the park， was designated as 

forest preserve in 1885. This preserve became protected under the state constitution since 

1895. However， there occurred many attempts to change the so暢 calledforeve1'-巴wildarticles of 

the constitution. Such proc也ss1'eveals the evolution of ideas of the prese1've， from utilita1'ian 

objectives such as wate1' 1'egulation to wilderness preservation. To cope with varied 1'eC1'ea-

tion demand日， the preserve was divided into 6 categories by the State Land Master Plan in 

1972 

On the other hand， the pe1'centage of the private lands in the park had gradually decreased 

by the state effo1't to acquire strategic lands， but secu1'ing the all p1'ivate lands was abarト

doned around in 1900. Reflecting the strong right over the land in the United States， there 

existed no regulations except fo1' 1'oad網 sidebillboard. As the result， especially after the 

Second World War， subdivision of the land fo1' second homes became a serIous problem to the 

atmosphe1'e of the park. To solve such problems and keep the envi1'onment of the pa1'k， the 

Adirondack Park Agency was created in 1971. The agency establish巴dthe Adirondack Park 

Land Use and Development Plan in 1973 in addition to the State Land Master Plan. 

Unfo1'tunately， this radical application created f1'ictions with local residents. Afte1' the 

reform， ways to coordinate the environmental conservation while activating local economy 

has been searched. 




